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『もしかしたら認知症？一人で悩まず相談を！！』
　認知症とは、脳の変化で起こる病気です。通常の老化による衰えとは違います。

元気なうちから正しい知識をもち、認知症の発症を予防する事、早期発見・治療

をしていく事が重要です。また、家族や地域の病気への理解も必要です。

「ひょっとして認知症かしら…？」気になり始めたら、チェックしてみましょう。
カンタンな事をすぐに決
められなくなったＱ4大切な約束を良く忘れる

ようになったＱ1

外出する事が億劫になったＱ5時間や曜日が分からなく
なることがあるＱ2

料理のレパートリーが少
なくなったＱ5大事なものをよくなくす

ようになったＱ3
※チェックが３つ以上ついたときは、認知機能に支障がでてきている可能性があります。
※結果はあくまでもおおよその目安です。認知症の診断には、医療機関での受診が必要です。

■対象障がい者の範囲

①障がい者本人が運転される場合

　　身体障がい者手帳の交付を受けている方であれ

ば、どなたでも対象になります。

②障がい者本人以外の方が運転され、障がい者本人

が同乗される場合

　　身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受け

ている方のうち、重度の障がい（旅客鉄道株式会

社旅客運賃減額欄に第１種と記載）をお持ちの方

が対象となります。

■対象自動車の範囲

・障がい者の方１人につき１台です。（本人、配偶者、

直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶

者、同居の親族等が所有するもの）

・自家用と記載されているもの。（レンタカー、タク

シー、軽トラック、代車等は対象となりません）

■割引料金額

・通常料金の半額

■申請に必要なもの

・身体障がい者手帳または療育手帳

・手帳に自動車登録番号等の記載を受けようとする

自動車の「自動車検査証」

・運転免許証（障がい者本人が運転される場合）

・ＥＴＣを利用されている場合は「ＥＴＣカード」

と車載器番号の分かるもの（セットアップ証明書

等）

障がい者通行料金割引制度を受けるためには、役場で事前に申請（新規・更新）が必要です。

　介護予防教室「はつらつ教室」のフォローアップ教室を、５月２７日（水）１３時３０分から国
縫振興会館で行います。頭とからだを使った運動は、認知症予防にもなります！
是非ご参加ください。（他地区でも年１～２回実施します。随時ご案内いたします。）

◆国縫地区の
　みなさんへ！

【お問い合わせ先】　保健福祉課　介護障がい者支援係（☎２−２４５４）
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　「認知症かもしれない」という不安はとても大きいものです。受診を家族や周囲が進めても本人が嫌がるとい

う場合もあります。家族で抱えこんだり本人をせめたりせず、気軽に地域包括支援センターにご相談ください。


